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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要

）

旨

二
〇
〇
一
年
（
平
成
十
三
年
）
の
第
五
十
六
回
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
、
障
害
者
の
権
利
及
び
尊
厳
を
保
護
し
、
及
び
促

進
す
る
た
め
の
包
括
的
か
つ
総
合
的
な
国
際
条
約
を
検
討
す
る
た
め
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
同
委
員
会
に
お

け
る
会
合
を
経
て
、
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八
年
）
十
二
月
の
第
六
十
一
回
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
が
採
択
さ

れ
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
年
）
五
月
に
効
力
を
生
じ
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
五
十
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

、

、

、

、

一

こ
の
条
約
は

全
て
の
障
害
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
を
促
進
し

保
護
し

及
び
確
保
す
る
こ
と
並
び
に
障
害
者
の
固
有
の
尊
厳
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
障
害
者
に
は
、
長
期
的
な

心
身
の
機
能
障
害
で
あ
っ
て
、
様
々
な
障
壁
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
得

る
も
の
を
有
す
る
者
を
含
む
。

二
、
こ
の
条
約
の
原
則
は
、
無
差
別
、
社
会
へ
の
完
全
か
つ
効
果
的
な
参
加
及
び
包
容
、
差
異
の
尊
重
並
び
に
人
間
の
多
様
性
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の
一
部
及
び
人
類
の
一
員
と
し
て
の
障
害
者
の
受
入
れ
、
機
会
の
均
等
、
施
設
等
の
利
用
の
容
易
さ
等
と
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
障
害
に
基
づ
く
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
、
全
て
の
障
害
者
の
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に

実
現
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
促
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
実
現
の

た
め
、
全
て
の
適
当
な
立
法
措
置
、
行
政
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
。

四
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
令
及
び
政
策
の
作
成
及
び
実
施
に
お
い
て
、
並
び
に
障
害
者
に
関
す
る
問

題
に
つ
い
て
の
他
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
障
害
者
を
代
表
す
る
団
体
を
通
じ
、
障
害
者
と
緊
密
に
協
議
し
、
及
び
障

害
者
を
積
極
的
に
関
与
さ
せ
る
。

五
、
締
約
国
は
、
全
て
の
者
が
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
障
害
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁

止
す
る
も
の
と
し
、
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
合
理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
全
て
の

適
当
な
措
置
を
と
る
。

六
、
締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
物
理
的
環
境
、
輸
送
機
関
、
情
報
通
信
並
び
に
他
の
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
機
会
を

有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

七
、
締
約
国
は
、
障
害
者
が
法
律
の
前
に
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
締
約
国
は
、
障
害
者
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が
そ
の
法
的
能
力
の
行
使
に
当
た
っ
て
必
要
と
す
る
支
援
を
利
用
す
る
機
会
を
提
供
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

八
、
締
約
国
は
、
障
害
者
が
身
体
の
自
由
及
び
安
全
に
つ
い
て
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
ま
た
、
不
法
に
又
は
恣

意
的
に
自
由
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
、
い
か
な
る
自
由
の
剥
奪
も
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
及
び
い
か
な
る
場
合
に
お
い

て
も
自
由
の
剥
奪
が
障
害
の
存
在
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

九
、
締
約
国
は
、
全
て
の
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
の
選
択
の
機
会
を
も
っ
て
地
域
社
会
で
生
活
す
る
平
等
の
権
利
を
有
す
る

こ
と
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
、
こ
の
権
利
を
完
全
に
享
受
し
、
並
び
に
地
域
社
会
に
完
全
に
包
容
さ
れ
、
及
び
参

加
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。

十
、
締
約
国
は
、
教
育
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
権
利
を
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
機
会
の
均

等
を
基
礎
と
し
て
実
現
す
る
た
め
、
障
害
者
を
包
容
す
る
あ
ら
ゆ
る
段
階
の
教
育
制
度
及
び
生
涯
学
習
を
確
保
す
る
。

十
一
、
締
約
国
は
、
障
害
者
が
労
働
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
特
に
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
雇
用

に
係
る
全
て
の
事
項
（
募
集
、
採
用
及
び
雇
用
の
条
件
、
雇
用
の
継
続
、
昇
進
並
び
に
安
全
か
つ
健
康
的
な
作
業
条
件
を
含

む

）
に
関
し
、
障
害
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
等
の
た
め
の
適
当
な
措
置
（
立
法
に
よ
る
も
の
を
含
む

）
を
と

。

。

る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す
る
。
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十
二
、
締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
政
治
的
権
利
を
保
障
し
、
及
び
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
こ
の
権
利
を
享
受
す

る
機
会
を
保
障
す
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
、
直
接
に
、
又
は
自
由
に
選
ん
だ
代
表
者
を
通
じ
て
、
政
治
的
及
び
公
的
活
動

に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

十
三
、
締
約
国
は
、
国
際
協
力
及
び
そ
の
促
進
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
点
に
関
し
、
国
家
間
に
お
い
て
並
び
に

適
当
な
場
合
に
は
関
連
の
あ
る
国
際
的
及
び
地
域
的
機
関
並
び
に
市
民
社
会
（
特
に
障
害
者
の
組
織
）
と
連
携
し
て
、
適
当

か
つ
効
果
的
な
措
置
を
と
る
。

十
四
、
締
約
国
は
、
自
国
の
法
律
上
及
び
行
政
上
の
制
度
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
を
促
進
し
、
保
護
し
、
及
び
監
視
す
る

た
め
の
枠
組
み
を
自
国
内
に
お
い
て
維
持
し
、
強
化
し
、
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
。

十
五
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う

）
を
設
置
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く

。

義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
及
び
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
進
歩
に
関
す
る
包
括
的
な
報
告
を
、
こ

の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
二
年
以
内
に
、
そ
の
後
は
四
年
ご
と
に
、
更
に
委
員
会
が
要
請
す
る
と
き
は
い

つ
で
も
、
委
員
会
に
提
出
す
る
。
委
員
会
は
、
各
報
告
を
検
討
し
、
当
該
報
告
に
つ
い
て
、
適
当
と
認
め
る
提
案
及
び
一
般

的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
を
行
う
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
提
案
及
び
勧
告
を
関
係
締
約
国
に
送
付
す
る
。


